
 

基本目標４ 環境にやさしく快適に暮らせるまち 

 

 

 

近年、 地球温暖化に起因し ている と いわれる 気候変動の影響によ り 、 世界中で様々

な気象災害が発生し ており 、 今後も 、 記録的な高温、 大規模な干ばつ、 豪雨、 大型台

風の発生等のリ ス ク が高ま る こ と が予想さ れていま す。毎年のよ う に日本の各地で災

害が発生し ており 、新宮町でも 近年大雨に伴う 住宅浸水などの被害が発生し ていま す。 

地球温暖化の原因と なっている 温室効果ガス を 減ら すため、 国や自治体、 事業者及

び住民が一体と なっ て次世代へ繋がる 地球温暖化対策の取組を 実施する 必要があり

ま す。  

新宮町は、 令和４ （ 2022） 年２ 月１ 日に住民、 事業者、 行政が一体と なっ て、「 2050

年ま でに二酸化炭素排出量実質ゼロ 」 を めざす町と し て、「 新宮町ゼロ カーボンシテ

ィ 宣言」 を行い様々な施策に取り 組んでいま す。  
 

 

2050 年ま でに二酸化炭素ゼロ（ カーボン ニュ ート ラ ル） をめざし 、 脱炭素社会に向

けた取り 組みを行っていき ま す。 新宮海岸の楯の松原、 立花山に代表さ れる 豊かな自

然環境、 里地里山など の身近な自然環境を守り ながら 自然と の共生を図り 、 住民、 事

業者、 行政が連携・ 協力し 、 環境負荷の少ない循環型社会をめざし ま す。  
 

 

➊ ごみの減量化や省エネルギー・ 省資源化を進めていく ため、 住民や企業に向け

た環境保全などに関する 啓発に努めま す。  

➋ 総合的な環境施策の推進を 図る ため、 第２ 次新宮町環境基本計画に基づき 、 環

境保全活動の取り 組みを推進し ま す。  

➌ 行政が率先し て、 電気、 ガソ リ ンなど の計画的な使用削減と 省エネ効果の高い

機器などの導入を推進し ま す。  

➍ ５ Ｒ の推進や家庭・ 事業所における ごみの発生抑制、 減量に取り 組みま す。  

 

➊ 不法投棄（ ポイ 捨て含む）、犬猫のフ ン 放置など の迷惑行為が発生し ない環境づ

く り のため、住民と の協働によ り 啓発、環境パト ロ ールなど の強化に努めま す。 

➋ 環境美化を 進める ため、 地域や行政区で行う 定期的な清掃活動を支援し ま す。 

➌ 住民のごみ出し への負担軽減のため、 また新ごみ処理施設建設向けて新たなご

み収集方法を検討し ま す。  
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１ 人１ 日当たり のごみ排出量 806ｇ  745ｇ  

ごみのリ サイ ク ル率  11. 7％ 21. 3％ 

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 啓発回数（ 累積）  17 件 29 件 

 
関連個別計画 

●第２ 次新宮町環境基本計画 ●新宮町ごみ処理基本計画 

●第２ 次新宮町地球温暖化対策実行計画（ 事務事業編）    
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基本目標４ 環境にやさしく快適に暮らせるまち 

 

 

 

 

環境共生のま ちづく り の基本的な考え方である「 持続可能な発展」 に基づき 、 その

基盤づく り に取り 組んでいま す。 国道３ 号以西の地域では、 Ｊ Ｒ 新宮中央駅を中心に

魅力ある 商業環境や公共・ 公益機能の形成を図っていま す。 一方、 自然が多く 残る 国

道３ 号以東の地域では、後継者不足など から 農地や山林の荒廃化が進んでおり 、ま た、

道路整備など の遅れから 土地利用や生活環境整備の遅れが出て いま すが、 令和７

（ 2025） 年 12 月に新宮ス マート イ ンタ ーチェ ンジ（ 仮称） の新規事業化が決定さ れ、

今後新たな土地利用が期待さ れま す。  
 

 

環境共生の理念に基づき 自然的要素と 都市的要素と の共生、「 持続可能な発展」 を基

本にし 、 森林・ 農地の保全･活用と 市街地形成のための開発と のバラ ンス がと れた計

画的な土地利用の展開を図り ま す。 市街地形成にあたっては、 既存市街地の成熟を基

本と し 、 コ ンパク ト シティ の考え方に基づく 土地利用を図り ま す。  
 

 

➊ 良好な住環境の保全や創出のため、 地区計画、 建築協定、 緑地協定の導入を推

進し ま す。  

➋ 良好な市街地の整備を進める ため、 土地区画整理事業の手法を積極的に導入し

ま す。  
 

➊ 新宮町都市計画マス タ ープラ ンに基づき 、 地域の実情に応じ た自然環境や営農

環境の保全、 魅力ある 市街地の形成を行い、 適切な土地利用を推進し ま す。  

➋ 地域の特徴を 活かし た魅力ある 景観を次世代へ引き 継ぐ ため、 景観条例や景観

計画を 策定し 、 住民・ 事業者と 連携し て保全に努めま す。  
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建築協定の決定数 12 地区 18 地区 

緑地協定の決定数 6 地区 11 地区 

地区計画の決定区域面積  300. 3ha 371. 4ha 

土地区画整理事業の施行地区数 8 地区 10 地区 

 
関連個別計画 
●新宮町都市計画マスタ ープラ ン  
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基本目標４ 環境にやさしく快適に暮らせるまち 

 

 

 

 

新宮町の幹線道路は、 南北方向に国道３ 号、 国道 495 号、 県道筑紫野古賀線、 東西

方向に県道湊下府線、 県道山田新宮線など があり ま す。 そのう ち県道筑紫野古賀線は

バイ パス 整備が完了し 、 国道 495 号や県道山田新宮線は、 歩道整備が進めら れていま

す。 ま た、 国道３ 号と 県道筑紫野古賀線をつなぐ 、 都市計画道路三代・ 的野線は、 東

部地域の活性化を 担う 重要な路線と し て早期の整備が必要です。  

三代土地区画整理事業によ り 一部の区間は整備が進んでいま すが、全線開通時期の

目途は立っていま せん。  
 

 

将来のさ ら なる 高齢化を見据え、 人にやさ し い、 歩いて暮ら せる まちの実現に向け

て、公共交通の充実と 都市計画道路など の早期整備によ り 交通ネッ ト ワ ーク の充実を

図る と と も に、 安全で快適な道路環境の整備を図り ま す。 こ れら によ り 、 コ ンパク ト

シティ ・ プラ ス・ ネッ ト ワ ーク 1を実現し 、 町内地域間の連携を強化し ま す。  
 

 

➊ 安全な交通の確保のため、 国道や県道の歩道整備や交差点改良など について、

継続的に国や県に要望し 、 早期の整備を 推進し ます。  
 

➊ 都市計画道路三代・ 的野線の早期整備に向け計画的な取り 組みを推進し ま す。 

➋ 国道３ 号など 幹線道路の渋滞緩和や防災機能の向上を 図る ため、 都市計画道路

など道路ネッ ト ワ ーク 全体の検証を行い、 計画ルート の新設・ 見直し ・ 廃止に

ついて検討し ま す。  

➌ 防災活動拠点であ る 新宮ふれあいの丘公園周辺における 安全な避難路や救援

物資などの輸送路の確保のため、 新たな道路整備を 推進し ま す。  

➍ 歩行者などの安全確保のため、 主要な町道の計画的な歩道整備や道路改良を推

進し ま す。  
 

  

 
1 コンパクト・シティ・プラスネットワーク：人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市においては、地域の活力を維持する

とともに、医療・福祉・商業などの生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう 、地域公共交通と連携して、コン

パクトなまちづくりを進めよう とするもの。 
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➊ 安全・ 安心な道路環境の確保のため、 道路陥没などの危険な状況を 早期発見で

き る 体制の構築を推進し ま す。  

➋ 道路の維持管理のため、 地域の清掃活動と 連携し 、 地域や住民が自主的に実践

する 草刈り などの美化活動などを支援し ま す。  

 

   

 

 

都市計画道路整備率（ 整備済延長／計画延長）  56. 1％ 66. 5％ 

通学児童の交通事故発生件数 0 件 0 件 

狭あい道路1実延長 60, 158ｍ 59. 978ｍ 

道路瑕疵2事故の年間件数 0 件 0 件 

 
関連個別計画 

●新宮町都市計画マスタ ープラ ン  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 狭あい道路：建築基準法第 4 2 条第２項に規定する道路で、その幅員が４ⅿ未満の道路のこと。 
2 瑕疵（かし）：本来有すべき安全性を欠いていること。 
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基本目標４ 環境にやさしく快適に暮らせるまち 

 

 

 

 

公園は、 住民の憩いの場である と 同時に災害時の避難場所と なる も ので、 快適で安

全な生活を実現する う えで必要不可欠なも のです。 近年、 新宮町では沖田中央公園や

人丸公園、 新宮ふれあいの丘公園など の中規模以上の公園整備を 進めてき ま し たが、

多く が町の西部・ 中部地域に配置さ れ、 東部地域には配置さ れていま せん。  

ま た、 森林や農地など の緑地は、 環境保全機能の高い貴重な資源ですが、 宅地化に

伴う 緑地の減少や所有者の高齢化などによ り 管理が十分に行き 届いていま せん。  
 

 

グリ ーンイ ンフラ 1と し て、民間活力の導入も 視野に入れながら 、多様化する レ ク リ

エーショ ン需要への対応や豊かな自然の活用、 防災性を考慮し た安全・ 安心な都市づ

く り など、 目的に応じ た公園・ 緑地の整備及び再整備を計画的に実施し ま す。  

ま た、 公園の管理運営に関し ては、 公園施設を計画的に更新・ 改修する と と も に、

住民と 連携し た維持管理を推進し ま す。  
 

 

➊ 新宮ふれあいの丘公園を、 新宮東中学校と 一体的に防災機能を有し た公園と し

て整備する と と も に、 子ども から 高齢者ま でが交流でき る 公園と し て整備を推

進し ま す。  

➋ 寺浦の公共広場を 地域活動の拠点と し 、 様々な目的で利用ができ る よ う 整備を

推進し ま す。  

➌ 利用し やすい公園と なる よ う 公園の再整備、 再配置に関する 計画やガイ ド ラ イ

ン等の策定を検討し ま す。  

➍ 適切な公園管理を 行う ため、 公園施設長寿命化計画を策定し 、 計画的な施設更

新を行い、 住民と 連携し た維持管理を推進し ま す。  

 

➊ 住民などへの啓発を図るため、公共施設において積極的に敷地内の緑化を推進し

ます。 

➋ 町の資源や魅力となる緑地空間の積極的な保全を推進します。 

➌ 市街地などの緑地空間を増やすため、住民による花いっぱい運動や企業などの緑

化活動を支援します。 

  

 
1 グリーンインフラ：グリーンインフラストラクチャーの略。社会資本整備や土地利用などのハード・ソフト両面において、自

然環境が有する多様な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制など）を積極的に活用して、

地域の魅力や居住環境の向上、防災・減災などの多様な効果を持続可能なまちづくりにつなげよう とするもの。 
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➊ 白砂青松の新宮海岸、 緑豊かな立花山や里山を次世代に引き 継ぐ ため、 住民や

事業所、 ボラ ンティ ア団体、 学生など と 連携し たク リ ーン作戦や松林保全活動

などを 実施し ま す。  

➋ 新宮海岸の松林を 保全する ため、 環境教育を 推進し 、 ボラ ンティ アの育成に努

めます。  

➌ 環境美化や景観保全のため、 漁港や海岸線の漂着ごみなどの回収の実施や、 ク

リ ーン作戦の参加者を増やすための周知啓発を 行いま す。  

➍ 良好な水辺環境を 保全し ていく ため、 新宮ふれあいの丘公園などの整備を計画

的に進め、 その周辺環境を活かし た憩いの場や散策路の整備を実施し ま す。  

➎ 防災・ 環境保全機能の高い森林の荒廃を防止する ため、 国や県の補助金や民間

資金を 活用し 、 地域と 連携し た再生活動の実施や保全活動に努めま す。  

➏ 多様な生物などの生息・ 生育空間を保全する ため、 住民・ 企業など に対する 啓

発を行う と と も に、 自然保護活動を推進し ま す。  

➐ 人と 動物の健康及び環境の健全性を一体的に守っていく ため、ワ ンヘルス 1の理

念に基づいた総合的な取組を推進し ま す。  
   

 

 

人口１ 人当たり の都市公園面積 7. 04 ㎡ 7. 9 ㎡ 

公園施設瑕疵事故の年間件数 0 件 0 件 

荒廃森林整備事業の事業実施面積（ 累積）  54. 2ha 69ha 

森林保全活動の実施回数 5 回 10 回 

新宮町ク リ ーン作戦参加者数 220 人 2, 200 人 

松林保全活動参加者数 481 人 840 人 

 
関連個別計画 
●新宮町環境基本計画    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 ワンヘルス：「人の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を一つの健康と捉え、一体的に守っていくという 考え方 
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基本目標４ 環境にやさしく快適に暮らせるまち 

 

       
 

 

 

住民の移動手段を確保する も のと し て、公共交通ネッ ト ワ ーク の整備は重要な役割

を担っており 、 公共交通は日常生活の移動手段と し て、 住民や利用者のニーズに対応

し た運行や整備が必要と なっていま す。  

コ ミ ュ ニティ バス『 マリ ンク ス 』 は、 相島観光客の増加に伴い相ら んど線利用者が

増加傾向にあり 、 令和５ （ 2023） 年度以降は年間利用者数が 23 万人から 25 万人で推

移し ていま す。一方で、コ ミ ュ ニティ バス『 マリ ンク ス 』 が通っていない地区も あり 、

地域ま たは住民のニーズに応じ て調和のと れた運行ルート を考えていく 必要があり

ま す。  

渡船については、 観光や釣り を目的と し た利用者が増加傾向にあり ま すが、 就航か

ら 10 年経過し 、 修繕費が増加傾向にあり ま す。  
 

 

高齢者や障がいのある 人を はじ めと し て誰も が安心し て地域で暮ら せる 基盤づく

り を進めていく ために、 必要に応じ た運行時刻の見直し を行う と と も に、 サービ ス 、

利便性の向上によ る 利用促進を 図る こ と で、 地域の公共交通を充実し ま す。  
 

 

➊ 公共交通機関の維持及び利用者の利便性向上のため、 乗り 継ぎ、 乗り 換えを行

いやすい交通シス テムの充実・ 向上に努めま す。  

➋ 利用者のサービス 向上のため、 案内放送の多言語化やキャ ッ シュ レ ス 決済など

の導入に努めま す。  

➌ コ ミ ュ ニティ バス『 マリ ンク ス 』 の乗降客情報や住民ニーズを把握し 、 必要に

応じ て路線変更や運行時刻の見直し など 利便性向上に努めま す。  

➍ 渡船『 し んぐ う 』 については、 利用者数の動向によ り 運航ダイ ヤを 見直すなど

の利便性向上に努めま す。  

➎ 渋滞や環境問題などの交通に関わる 課題を 解決する ため、 自動車への依存を弱

め、 多様な移動手段をバラ ンス 良く 利用でき る ための取り 組み（ モビリ ティ ・

マネジメ ント ） を検討し ま す。  
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➊ 迷惑駐輪を解消する ため、 啓発やパト ロ ールなど、 放置自転車対策を適正に実

施し ま す。  

➋ 近年の駐輪場利用者の動向を踏ま え、JR新宮中央駅や福工大前駅の駐輪場の運

営方針について検討し ま す。  

 

 

 

コ ミ ュ ニティ バス 『 マリ ンク ス 』 の年間乗客数 252, 740 人 300, 000 人 

コ ミ ュ ニティ バス 『 マリ ンク ス 』 の満足度 － 70. 0％ 

案内表示の多言語化実施件数 7 件 10 件 

西鉄新宮駅乗降客数（ 人／日）  1, 603 人 1, 700 人 

 
関連個別計画 
●新宮町地域公共交通計画  
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基本目標４ 環境にやさしく快適に暮らせるまち 

 

 

 

 

水道事業において、 布設後 50 年以上を含む経年管の割合が全体の 16. 8%を占めて

おり 、 地震や風水害に強い耐震管への布設替えが求めら れていま す。  

公共下水道事業において、 下水道管渠の新設やポンプ場の増設と と も に、 既存の機

械設備や電気設備が更新時期に至っていま す。  

ま た、都市化に伴う 雨水流出量の増加や局所的な集中豪雨の発生によ る 水路の排水

能力の超過などによ り 浸水被害が増加傾向にある ため、浸水対策計画等を策定し てい

ま す。  

公共下水道事業計画区域外の地域については、 環境保全の観点から 補助制度を設け

浄化槽設置を 促進し ていま す。  

生活環境を 保全する ため、ボラ ンティ ア団体等によ る 環境美化活動や行政区で定期

的に清掃活動が行われている 一方で、 不法投棄や犬猫のフ ンの放置、 管理が不十分な

空き 地によ る 雑草の繁茂など 生活環境を悪化する よ う な事象が発生し ていま す。ま た、

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などの未然防止に向けた取組を続けていく と と も に、

生活環境に影響を 与える 可能性のある 行動や事業活動について指導、啓発を継続し て

いく こ と が求めら れていま す。  
 

 

水道事業において、 安定給水のために耐震化を 前提と し た施設整備を推進し ま す。

ま た、 災害時の配水管の損傷や離脱防止のために管路の耐震化を推進し ま す。  

公共下水道事業において、公共下水道区域内の雨水によ る 浸水対策を 計画的に進め

ていく と と も に、 生活環境の向上と 水系保全を 目的と し て、 中央処理区内での下水道

管渠築造及び新宮中央浄化センタ ーの増設を計画的に実施し ま す。  

持続可能な公営企業である ために施設の適切な維持管理を 行い、 施設整備ある いは

維持補修において費用対効果を 検証し 効率的な事業運営を めざし ま す。  

関係機関と 連携し ながら 住環境の保全に取り 組んでいく と と も に、 住民、 事業者に

対し て環境美化の促進に向けての啓発を行っていき ま す。  

 
 

 

➊ 安定し た水の供給のため、 老朽化し た管路及び水道施設について、 耐震性・ 費

用対効果を考慮し た効率的な更新方法を 検討し 、 実施し ま す。  

➋ 将来見込ま れる 水需要の増加に備える ため、 施設整備や水源確保を 計画的に推

進し ま す。  

➌ 水道事業・ 簡易水道事業の健全経営のため、 コ ス ト の削減に努め、 適正な料金

体系について検討し ま す。  
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（

➊ 中央処理区域内の計画的な整備を実施し ま す。  

➋ 浸水対策事業と し て、 雨水渠などの整備を 計画的に実施し ま す。  

➌ 県道湊下府線沿線の湊・ 下府地区及び都市計画道路三代・ 的野線沿線の三代地

区は、 土地利用の進捗にあわせた下水処理の方法を 検討し 、 推進し ま す。  

➍ 東部地域については、 既存住宅及び土地利用にあわせて下水処理の方法について

検討し ます。  

➎ 湊川や牟田川など 河川の水質を保つため、 公共下水道への接続の促進や適正な

排水処理の指導に努めま す。  

➏ 公共下水道事業計画区域外においては、 浄化槽の設置補助金制度を活用し 、 浄

化槽設置の促進に努め、 設置者への適正な維持管理の実施について、 啓発を実

施し ま す。 ま た、 浄化槽の管理の在り 方について検討し ま す。  

➐ 下水道施設の機能維持のため、 計画的に改築・ 更新を 実施し ま す。  

➑ 下水道事業の健全経営のため、 コ ス ト の削減に努め、 効率的な民間委託や適正

な料金体系について検討し ま す。  

➊ 生活環境を守る ために、 雑草などで周辺に影響を及ぼすよ う な空き 家や空き 地

については、 所有者によ る 適正な管理の実施を 推進し ま す。  

➋ 騒音や悪臭などの発生状況を調査し 、 原因者への指導や立入検査を 強化する と

と も に、 関係機関への改善要望を実施し ま す。  

➌ 生活雑排水が環境に与える 影響について、 啓発活動を継続的に実施し 、 住民意

識の向上に努めま す。  

➍ 河川など の水質悪化を早期に発見し 改善する ため、 水質調査を定期的に実施し

ま す。  

   

 

 

 

配水管の耐震化率  34. 6％ 45. 0％ 

下水道普及率  86. 8％ 91. 0％ 

河川等水質調査結果（ Ｂ Ｏ Ｄ ） 1 1. 1 ㎎/ℓ 2. 4 ㎎/ℓ 
  
関連個別計画 
●新宮町環境基本計画 ●新宮町汚水処理構想 ●新宮町公共下水道雨水整備計画 
●新宮町公共下水道事業計画 ●新宮町公共下水道全体計画 ●新宮町生活排水処理基本計画 
●ス ト ッ ク マネジメ ント 計画 ●新宮町都市計画マスタ ープラ ン  

 
1 河川等水質調査結果（ＢＯＤ）：B ioch e m ic a l Ox y g en  De m a nd/バイオケミカル・オキシジェン・デマンドの略語。生

物化学的酸素要求量のことで、水中の有機物が微生物によって分解される時に消費される酸素の量で表され、数字が

小さいほど水質が良いとされる。環境基準は類型指定（A 類型：2 ㎎/ℓ 以下、C 類型：5 ㎎/ℓ 以下）により異なる。実

績値は A 類型（大門川）及び C 類型（湊川、牟田川）の 3 河川における平均値。 
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基本目標５ 安全で安心して暮らせるまち 

 

 

 

近年、 全国的に大雨や台風など によ る 大き な自然災害が発生し 、 多く の人命と 財産

が失われる などの重大な事態が生じ ていま す。  

新宮町では、 防災に関する 自助・ 共助・ 公助の理解を広げ、 住民が平時から 防災に

対する 心構えを持てる よ う 意識啓発に努める と と も に、住民の生命と 財産を守る ため

に地域コ ミ ュ ニティ を 維持・ 活性化し 、 地域の防災力の向上を 推進し ていま す。 今後

も 、 大き な地震や異常気象によ る 風水害の発生などが予測さ れる 中、 災害発生時や発

生後に迅速かつ適切な対応を図れる よ う 、防災・ 減災対策を推進する こ と が必要です。 
 

 

新宮町地域防災計画に基づき 、 災害に強いま ちをつく り 、 災害にあっ ても 被害を最

小限に抑える ための体制の構築を図り ま す。  

ま た、 甚大化し ている 様々な自然災害に備える ため、 防災意識の向上や自主防災組

織の設立など、 地域の力によ り 町全体の防災力を よ り 強化する こ と で、 災害に強く 、

住民の暮ら し を守れる ま ちをめざし ま す。  

さ ら に、 国、 県、 消防、 自衛隊、 警察など の関係機関と 連携し 、 総合的な防災対策

を図っていき ます。  
 

 

➊ 新宮町地域防災計画に基づき 、 国、 県、 消防、 警察などの関係機関と 連携し 、

総合的な防災対策への体制づく り に努めま す。  

➋ 地域防災力の強化を図る ため、 地域や企業における 自主防災組織の設立を支援

し 、 防災訓練の実施を推進し ま す。  

➌ 独居高齢者など避難行動要支援者への避難支援体制の強化に努めま す。  

➍ 消防団活動の充実を図る ため、 消防機材や防火水槽、 消火栓などの施設の計画

的な整備・ 改修を行う と と も に、 消防団の必要性や活動を アピ ールし 、 団員の

確保に努めま す。  

➎ 住民の防災意識向上のため、 関係する 団体と 協力し 「 自助（ 自分の命は自分で

守る ）」、「 共助（ 自分たちの地域は自分たちで守る ）」 の啓発に努めま す。  
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➊ 水害や土砂災害を 防ぐ ため、 治水を目的と し た河川護岸整備を計画的に実施し

ま す。  

➋ 土砂災害から 人命を守る ため、 土砂災害防止法に基づき 、 警戒避難体制の整備

に努めま す。  

➌ 相島地区の災害を 防ぐ ため、 福岡県と 連携し 相島地区急傾斜地崩落対策事業を

推進し ま す。  

➍ 大雨時の家屋の浸水や道路の冠水対策のため、 既存の公園や広場など を利用し

た雨水調整池など の整備を検討し ま す。  

 

 

 

 

自主防災組織の数 12 件 24 件 

消防団員数 228 人 246 人 

  
関連個別計画 

●新宮町地域防災計画 
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基本目標５ 安全で安心して暮らせるまち 

 

 

 

 

近年、 多様化・ 複雑化し ている 犯罪や、 子ど も や高齢者など社会的弱者を狙った犯

罪を防止する ために、 住民の防犯意識の高揚、 地域の自主的な防犯活動の充実を図る

と と も に、 犯罪が起こ り にく い環境を 整備する こ と によ り 、 住民が安全・ 安心に暮ら

せる ま ちづく り を 進める 必要があり ま す。  

ま た、 交通安全に関し ては、 全国的に交通事故件数は減少傾向にある も のの、 高齢

者が関係する 事故の割合が増加し ていま す。高齢ド ラ イ バーによ る 深刻な交通事故が

課題と なり 、 免許返納に向けた意識が高ま る 中、 年齢層に応じ た安全対策が求めら れ

ていま す。  
 

 

犯罪のない安全で安心な地域社会を実現する ため、 住民の防犯意識の高揚、 地域の

自主的な防犯活動の充実を図る など、 犯罪が起こ り にく い環境を整備し ま す。  

ま た、 交通安全対策の強化を図る ために、 関係機関と 連携し ながら 交通安全指導の

実施や交通安全教室を 実施する こ と で、子ど も から 高齢者ま で各年齢層に応じ た交通

安全の啓発を 推進し ま す。  
 

 

➊ 防犯に対する 啓発活動を進める ため、 各地域で自主防犯活動団体の設立を支援

する と と も に、 警察など の機関や防犯関係団体と の連携強化を推進し ま す。  

➋ 新宮町安全安心ま ちづく り 条例に基づき 、 地域・ 行政・ 関係機関と 連携し 、 防

犯情報の適切な提供や防犯知識の向上に努めま す。  

➌ 住民の安全を 確保する ため、 街路灯や防犯灯などの設置を推進し ま す。  

 

➊ 住民の交通安全意識の向上のため、 交通安全指導員を中心に、 イ ベント 、 広報

誌など を通じ 、 交通マナーや交通ルールの啓発を推進し ま す。  

➋ 高齢者や児童・ 生徒などに対する 交通安全の啓発や講習会を 実施する など 、 各

年齢層に応じ た交通安全教育の推進に努めま す。  

➌ ノ ーマラ イ ゼーショ ン 1の視点で歩道や交差点など 交通危険箇所の再点検を 行

い、 交通安全施設の整備を計画的に推進し ま す。  
  

 
1 ノーマライゼーショ ン：障がいのある人が障がいのない人と同等に生活し、共に活動できる社会をめざすこと。 
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交通事故発生件数 147 件 150 件 

刑法犯認知件数 202 件 100 件 

高齢者交通安全講習受講者数 0 人 300 人 

自主防犯団体の組織数 4 団体 6 団体 
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基本目標５ 安全で安心して暮らせるまち 

 

 

 

 

住民の生命、 財産をあら ゆる 緊急事態から 守る ために、 様々な備えや防災活動拠点

と し ての機能を強化する ため、 新宮ふれあいの丘公園の整備など を進めてき ま し た。 

消費者ト ラ ブルについては、振り 込め詐欺や架空料金請求詐欺などを はじ めと する

特殊詐欺の事例を 情報発信する こ と でト ラ ブルの未然防止に努める と 共に、ト ラ ブル

に遭遇し た場合は専門の相談員を 配置し た消費生活相談室において迅速に対応し て

いま す。 し かし 、 高度情報化社会の進展によ り 、 複雑化し ている 消費者問題への対応

が必要と なっ ていま す。  
 

 

緊急時の対応については、 防災・ 減災に関する 取り 組みなどを継続し て進める と と

も に、武力攻撃事態などに対し ては、国や県と 連携し ながら 情報の共有・ 提供を行い、

避難行動を速やかに行える よ う にし ま す。  

ま た、感染症など住民生活や企業の経済活動に大き な影響を及ぼす事態に対し ては、

迅速かつ的確に対応でき る 組織の構築を図り ま す。  

一方、 消費者の消費生活における 被害を防止し 、 その安全を確保する ため、 必要な

情報収集・ 発信を行う と 共に、 消費者の需要の高度化及び多様化その他の社会情勢の

変化に的確に対応でき る よ う 努めま す。 ま た、 若年層を含むあら ゆる 年代に向けた消

費者教育の機会を 提供し ていき ま す。  

 

 

 

➊ 成人年齢引き 下げに伴う 消費者ト ラ ブルの増加を防止する ため、 若年層及びそ

の家族、 関係団体への消費者教育を推進し ま す。  

➋ 消費者ト ラ ブルの防止のため、 各行政区やシニアク ラ ブなどで消費者学級や研

修会の開催に努めま す。  

 

➊ 武力攻撃や大規模テロ など の緊急事態に対処する ため、 新宮町国民保護計画に

基づき 、 国や県など 関係機関と 連携し た迅速な情報提供が行える よ う 努めま す。 

➋ 大規模災害や避難生活の長期化に備える ため、 防災活動拠点である 新宮ふれあ

いの丘公園や新宮東中学校を 始めと する 各避難所の防災機能、 避難所機能の充

実に努めま す。 ま た、 新たに東部地域の防災拠点の整備を検討し ま す。  

➌ 新型感染症などが発生し たと き に備え、 日頃から 関係機関と の連携や情報交換

を 行い、 発生時には迅速かつ適切な対応ができ る よ う に努めま す。  
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災害応援等協定を締結し た事業所数 34 団体 41 団体 

消費者教育講座の実施回数 3 回 5 回/年 

 
関連個別計画 

●新宮町国民保護計画 
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基本目標６ 地域の魅力を活かし賑わいを生みだすまち 

 

 

 

いちごの「 あま おう 」や柑橘など の果樹、花卉類など 多種多様な農産物が生産さ れ、

近年の健康志向や地産地消の意識の高ま り などによ り 、農産物直販所「 ひと ま る の里」

は賑わいを見せていま す。 反面、 農業後継者の減少、 耕作放棄地及び鳥獣被害の増加

など が課題と なっ ていま す。  

水産業においても 、 若手漁業者によ る いけま 売り や水産加工品の新商品開発など 、

水産業の活性化に向けた取り 組みを行っ ていま すが、 漁業就業者数の減少や高齢化、

漁業経営の安定化が課題と なっ ていま す。  
 

 

農業の振興については、 都市型農業に対応し た省力化・ 高収益化を目標と する 農業

の推進や地産地消を推進し 、関係機関と 協力し ながら 新たな特産品の研究を行う と と

も に、 認定農業者など の担い手の確保と 育成支援の検討、 新規就農希望者への情報提

供を行いま す。  

ま た鳥獣被害を防止する ため、 被害防止施設設置への補助や、 猟友会と 連携し た駆

除活動を実施し ま す。  

水産業においては、国や県の補助を活用し て地元漁業に即し た生産基盤の整備を検

討し 、 実施する と と も に、 高付加価値化の取り 組みと し て新商品開発や販路拡大の支

援を検討し ま す。  
 

 

➊ 稼げる 農業を 実現する ため、 ス マート 農業や６ 次産業化など 、 生産性の向上に

つながる 取り 組みを研究し 、 支援し ま す。  

➋ 認定農業者など、 意欲ある 担い手の育成を支援する と と も に、 地域と の調和を

図り ながら 、 担い手への農地集積や法人など への貸し 付けなど を推進し ま す。 

➌ 営農環境の継続や荒廃農地の有効利用を進める ため、 粕屋農協や農家、 新宮町

おも てなし 協会などと 連携し 、 新たな組織や仕組みづく り を検討し ま す。  

➍ 農産物直販所「 ひと ま る の里」 での販売促進を図り 、 地元農水産物の消費拡大

に努めま す。  

➎ 地元産の農作物などを、 学校給食での活用を 促進する など、 地産地消に努めま

す。  
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➊ 水産海洋技術センタ ーなど と 連携し 、 Ｉ Ｃ Ｔ の活用によ る 漁獲高向上に向けた

取り 組みを支援し ま す。  

➋ 良好な漁場を 形成する ため、 ガンガゼの駆除や、 藻場の保全活動など の実施を

支援し ま す。  

➌ 水産物の販売促進に向け、 新宮漁港及びその周辺地に、 水産資源を 活用し た交

流拠点の整備を検討し ま す。  

 

➊ 新宮相島漁協や新宮町おも てなし 協会など と 連携し 、 新商品の開発や販売ルー

ト の拡充を推進し ま す。  

➋ 粕屋農協など と 連携し 、 果樹やオリ ーブなど 付加価値の高い商品や、 新宮町固

有の特産品の開発を推進し ま す。  

 

➊ 農業従事者の高齢化対策や後継者不足の解消のため、 認定農業者を はじ めと し

た、 新たな担い手の育成支援に努めま す。  

➋ 意欲ある 農業者に農地の集約を図る こ と ができ る よ う 、 農地中間管理機構など

を 活用し た新規就農や規模拡大を支援し ま す。  

➌ 漁業従事者の高齢化対策や後継者不足の解消のため、 新たな担い手の獲得や定

着に向けて、 漁業後継者や新規就業者への支援の充実を検討し ま す。  

 

 

 

認定農業者数 20 人 22 人 

体験農園の開設箇所数 5 箇所 6 箇所 

農業従事者の平均所得額  △346, 710 円 200, 000 円 

ふる さ と 納税の返礼品における 農作物の売上高 262, 301 千円 350, 000 千円 

ひと まる の里の売上高 228, 169 千円 255, 000 千円 

有害鳥獣被害額 5, 300 千円 5, 200 千円 

漁業従事者の平均漁獲高  102 ト ン 120 ト ン 

漁業従事者の所得 261 万円 250 万円 

新規販路数（ 水産業）  0 件 2 件 

 
関連個別計画 

●人農地プラ ン ●地域計画 

●新宮町離島漁業集落活動促進計画  
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基本目標６ 地域の魅力を活かし賑わいを生みだすまち 

 

 

 

 

全国的には人口減少に伴う 生産年齢人口の減少によ り 、事業の維持及び拡大のため

の人材の確保が困難になっている 状況にあり ま す。  

新宮町においても 、 事業承継が行われないなど 、 廃業する 店舗や事業所が増加し 空

き 店舗など が増える と 、 住民の生活の利便性が損なわれる など 、 地域の活力の維持に

大き な影響を 与えま す。  

新宮町の商工業事業者の大半を占める 小規模事業者が、し っかり と し た商いができ

る よ う 、 商工会と 連携し ながら 活気ある ま ちづく り を行っ ていく 必要があり ま す。  
 

 

既存の中小企業や小規模事業者、 新たに創業し よ う と する 人が抱える 課題を 捉え、

適切な対応ができ る よ う 、 町・ 商工会・ 金融機関・ 中小企業支援各種団体と の連携・

支援体制を強化し ま す。  

さ ら に、 町全体が活性化でき る よ う 、 商工会などと 連携し ながら 、 町内産品のＰ Ｒ

や特産品の開発を 進める と と も に、大型店舗と 小規模商店と の共存が可能と なる よ う

様々な仕組みづく り を 検討し 、 実践し ていき ま す。  
 

 

➊ 個人商店から 大規模小売店舗に至る 、 全ての町内事業所の活性化を図る ため、

商工会と 連携し た商業振興を実施し ま す。  

➋ 新宮ブラ ンド のさ ら なる 展開を図る ため、 商工会や新宮町おも てなし 協会と 連

携し 、 町内産品のＰ Ｒ と 新たな特産品の開発を 推進し ま す。  

➌ 事業者などに対し、国や県の各種補助・融資制度などについての情報提供に努める

ととも に、商工会と連携して小規模事業者や中小企業の経営安定化、経営基盤の

改善を支援します。 

➍ 事業の引き 継ぎを 検討する 小規模事業者や中小企業に対し 、商工会・ 金融機関・

事業承継支援機関などと 連携し 、 事業承継を支援し ま す。  

➎ 新規起業者を 対象に、 創業支援計画に基づいた創業支援を実施し ま す。  

 

➊ 立花口地区への新宮ス マート イ ンタ ーチェ ンジ（ 仮称） 事業の進捗に伴い、 隣

接地域への流通業務施設などの誘致を推進し ま す。  

➋ 国道・ 県道沿いなどの利便性が高い土地や新たに整備さ れる 市街地において、

近隣住民の生活利便性が向上する よ う な商業施設の誘致に努めま す。  

➌ 三代地区において、 災害時に防災活動拠点と なる 「 新宮ふれあいの丘公園」 と

連携する こ と を視野に入れた、 商業施設や流通業務施設の誘致に努めま す。  
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特産品開発件数（ 立花山・ 相島）（ 累積）  0 件 2 件 

創業支援事業を受講し た新規創業数（ 累積）  12 件 15 件 

販路拡大に資する 取り 組みの件数（ 累積）  4 件 10 件 

 
関連個別計画 

●創業支援等事業計画 ●事業継続力強化支援計画 
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基本目標６ 地域の魅力を活かし賑わいを生みだすまち 

 

 

 

 

交流人口1の拡大をめざし て、観光資源を 有効に活用する と と も に、商工会や新宮町

おも てなし 協会と 連携し ながら 、 様々な観光コ ンテンツ の開発、 新たな観光資源の発

掘など に取り 組む必要があり ま す。 観光コ ンテンツの開発にあたっ ては、 近隣自治体

を含む広域での魅力的な観光コ ース を検討する こ と も 必要です。  

観光産業全体の活性化にあたっては、 新宮町を 訪れる 価値のある ま ちと し てＰ Ｒ す

る こ と に加え、 観光客の滞在時間の延長や消費活動の促進のため、 体験メ ニュ ーの充

実や交通事業者と 連携し た誘客活動など 、関係機関と 連携し た総合的な観光振興施策

を展開する こ と が必要です。  
 

 

様々な媒体を 活用し て新宮町の魅力を発信する と と も に、ま ちを 訪れた人が町内を

周遊し やすい環境づく り を進めま す。  

ま た、新宮町の観光事業を牽引する 新宮町おも てなし 協会及び観光交流拠点施設管

理者と 連携し て集客交流事業を 展開し 、併せて消費活動を喚起でき る よ う な仕組みづ

く り も 推進し ます。  
 

 

➊ 来訪者のニーズや目的にあった観光情報を 適切に発信でき る よ う 、 Ｉ Ｃ Ｔ を活

用し た観光情報の発信を推進し ま す。  

➋ 町内への集客及び観光客の周遊を促進する ため、 テレ ビ・ 新聞・ 雑誌などのマ

ス メ ディ アや、 Ｓ Ｎ Ｓ の積極的な活用によ る Ｐ Ｒ を 推進し ま す。  

➌ 外国人観光客に向けた多言語案内を表記する など、 イ ンバウ ンド を 意識し た観

光基盤の整備に努めま す。  
 

 

➊ 交流人口の増加を 図る ため、 新宮町おも てなし 協会や町内事業者と の連携を強

化し 、 観光アク ショ ンプラ ンに基づく 計画的な観光事業を推進し ま す。  

➋ 観光資源と し て活用でき る 農産物の利活用や、 特産品の開発などを 支援する と

と も に、 販路拡大につなげる ため、 商工会や新宮町おも てなし 協会などと 連携

し たプロ モーショ ンを実施し ま す。  

➌ 地域で自主的に活動する 団体等と 連携し 、 立花山をはじ めと する 地域資源を活

用でき る 仕組みづく り を進めま す。  

 

 

 
1 交流人口：地域に訪れる人々のこと。 
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立花山登山者数 30, 152 人 31, 000 人 

古民家交流拠点来場者数 4, 812 人 6, 300 人 

島の駅あいのし ま 利用者数 8, 315 人 16, 000 人 

体験型イ ベント 参加者数 1, 179 人 800 人 

体験型イ ベント 実施事業所数 9 事業所 10 事業所 

宿泊施設数 2 件 3 件 

観光イ ベント 広域連携数 6 件 6 件 

多言語案内実施個所数 7 箇所 4 箇所 

シティ プロ モーショ ン実施数（ 累積→件／年）  40 件 10 件 

 

 
関連個別計画 
●新宮町観光アク ショ ンプラ ン  
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基本目標６ 地域の魅力を活かし賑わいを生みだすまち 

 

 

 

 

新宮町の人口は、 令和７ 年現在約３ 万３ 千人と なっており 、 町内における 土地区画

整理事業や建設中の集合住宅がある など 、短期的にはま だ人口が伸びる 要因があり ま

す。 し かし 、 将来的には人口が減少に転じ る 可能性や特定の年代が集中し て居住し て

いる 地域の加速度的な高齢化など も 懸念さ れま す。 町の東部地域や離島の相島では、

既に農漁業従事者の後継者不足や少子高齢化に伴う 人口の減少が進んでいま す。  
 

 

第３ 期新宮町ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略人口ビ ジョ ンにおいて、 将来人口３

万３ 千人を維持する こ と を目標と し 、 新宮町にある 地域資源を活用し ながら 、 交流人

口の拡大に努め、 定住を促進し ていき ま す。  

ま た、 人口減少地域への個別の施策展開を図り ながら も 、 新たな人の流れを 作り 、

交流を生みだすこ と で、 町の活力の維持・ 拡大を 推進し ま す。  
 

 

➊ 移住・ 定住の促進や、 地域の交流拠点と し て空き 家の活用を推進し ます。  

➋ 相島への移住・ 定住を 促進する ため、空き 家を活用し た宿泊体験事業を検討し 、

継続的な実施に努めま す。  

➌ 幅広い世代の移住・ 定住を促進する ため、 地域での移住者受け入れ環境の整備

に加え、 定住促進助成金・ 菜園付き 住宅など 地域の魅力を活かし た定住特典の

提供などを検討し ま す。  
      

➊ 新宮町離島振興計画に基づき 、 離島の社会的条件を克服し 、 人口減少防止に取

り 組みながら 、 地域と の連携によ る 離島振興を 推進し ま す。  

➋ 地方創生を担う 地域おこ し 協力隊の定住につながる 環境整備を検討し ま す。  
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相島への移住者数（ 累積）  3 人 5 人 

空き 家バンク 新規登録件数（ 相島のみ）（ 累積）  5 件 5 件 

空き 家バンク マッ チング件数（ 相島のみ）（ 累積）  5 件 5 件 
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基本目標７ みんなの力でつくる持続可能なまち 

 

 

 

高齢化や核家族化、 地域住民の国籍の多様化など によ り 、 地域への愛着や相互扶助

意識が低下する こ と で、 隣組合や行政区（ 自治会） など の地域コ ミ ュ ニティ が持つ地

域の課題解決力が充分に機能し ない状況がみら れま す。 ま た、 行政区が設立さ れてい

ない地域も あり ま す。 こ う し た状況に対し 、 行政によ る 公平・ 公正な均一的サービス

の提供だけで対応する こ と が困難と なっ ていま す。  

今後、 地域共生社会の実現に向けた持続可能なま ちづく り を 推進し ていく う えで、

互いに助け合い、 支え合う 地域コ ミ ュ ニティ の形成は不可欠と なっ ています。 住民と

行政が協働し て地域コ ミ ュ ニティ を創っ ていく と と も に、住民一人ひと り が地域社会

に関心を持ち、地域社会が抱える 課題の解決に向けて自発的に取り 組んでいく こ と が

必要です。  
 

 

住民、住民活動団体、企業、行政がそれぞれの主体性と 自主性を尊重し あいながら 、

地域や公共の担い手と し て協働する 、パート ナーシッ プによ る 住民参加型のま ちづく

り をめざし ま す。  

ま た、 今後求めら れる 公共サービ ス が複雑化・ 多様化し ていく 中、 ま ちの課題や情

報を行政だけでなく 住民や地域団体、 企業など と 共有し 、 地域に関わる こ と のでき る

主体を増やす取り 組みを推進する こ と で、各主体が役割を持って共に地域をつく る 体

制づく り を進めま す。  

 

 

➊ 行政区の課題や特徴について、 住民と の協働のも と 検証をする こ と で、 こ れか

ら の地域コ ミ ュ ニティ 組織のよ り 良い在り 方について検討し ま す。  

➋ 地域住民のコ ミ ュ ニティ 活動を総合的に支援する ため、 コ ミ ュ ニティ に関する

相談窓口の充実や組織の連携に努めま す。  

➌ 公民館などコ ミ ュ ニティ 施設の整備を促進し 、 身近な地域活動拠点の利便性向

上と さ ら なる 活用を支援し ま す。  

➍ コ ミ ュ ニティ 活動の担い手など に対し 、 地域コ ミ ュ ニティ に関する 専門的な研

修など を実施し 、 住民によ る 自発的な地域活動の促進に努めま す。  

➎ 地域コ ミ ュ ニティ 組織の活性化のため、 未加入者の行政区への加入促進を支援

し ま す。  

➏ 外国人住民が地域の一員と し て活動でき る よ う 、 行政区と と も に支援する 方法

を 検討し ま す。  
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➊ Ｎ Ｐ Ｏ・ ボラ ンティ ア団体など の自発的な活動を 促進する ため、 情報の共有や

連携体制の充実を図る こ と で、 新規団体の設立や活動を支援し ま す。  

➋ Ｎ Ｐ Ｏ・ ボラ ンティ ア団体などの活動内容や状況などを 住民に広く アピ ールし 、

理解を深めても ら う と と も に、 活動への参加を促し 、 活動のよ り 一層の充実に

努めま す。  

 

➊ 住民や町の様々な団体や組織が、 共通の認識を持ってま ちづく り に取り 組んで

いく ために、 ま ちの情報を様々な機会を通じ て提供し 、 住民参画意識の高揚に

努めま す。  

➋ 行政懇談会を実施し 、 地域の公民館など で町の政策や事務事業についての説明

を 行う など、 住民と の意見交換の機会確保に努めま す。  

➌ 住民や企業、 団体から の意見を 多く 取り 入れ、 よ り 良い町政へと 反映さ せる た

め、 新し い広聴シス テムの実施を検討し ま す。  

 

 

 

ボラ ンティ ア団体・ ＮＰ Ｏ 団体の数 36 団体 41 団体 

ま ちづく り 活動支援団体登録数 23 団体 28 団体 

 
関連個別計画 

●新宮町協働のまちづく り 指針  
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基本目標７ みんなの力でつくる持続可能なまち 

 

 

 

 

地方分権が進展し 、 住民ニーズが多様化、 高度化する 中、 住民に継続的に行政サー

ビス を行う ためには、 安定的・ 持続的な財政基盤の確立が必要です。 新宮町では、 長

寿命化計画に基づく 既存施設の更新事業を実施し ており 、ま た町民体育館など の新た

な公共施設の整備を検討し ていま す。こ れら の事業に伴う 公債費や維持管理経費の増

加、 近年の人件費や扶助費の増加、 物価高騰に伴う 物件費の増加に伴い経常経費が増

加し ており 、 行政需要に対する 経常的な財源の不足が懸念さ れま す。 将来的には人口

減少や高齢化が進み、公共施設の在り 方や行政サービス のニーズが変化し てく る こ と

が予測さ れる ため、 今後、 財政負担を 軽減・ 平準化する と と も に、 次世代へ負担を残

さ ない行財政運営を実施し ていく 必要があり ま す。  
 

 

町税など の歳入確保や公有財産の有効活用、 新たな収入確保策の検討・ 導入などに

よ る 財源確保に努める と と も に、 中期的な財政見通し に基づき 、 健全で持続可能な財

政運営を行いま す。  

ま た、 職員一人ひと り が時代の変化や住民ニーズを的確に捉え、 経費削減の工夫と

努力を継続し 、 効果的で効率的な行政サービス が提供でき る よ う 取り 組みま す。  

 

 

➊ 持続可能な行政経営を行う ため、 将来負担や収支の見通し についての財政シミ

ュ レ ーショ ンを行い、 計画的な財政運営を実施し ま す。  

➋ 公共施設の維持管理にかかる 負担を適切にマネジメ ント する ため、 新宮町公共

施設等総合管理計画に基づき 、 長期的な視点のも と 、 総合的かつ計画的な施設

管理を実施し ま す。  

➌ 町税の収納率向上のため、 納税相談や生活相談の場を活用し 、 未納者への適切

な納税指導を実施し ま す。  

➍ 健全な財政運営を 進めていく と と も に、 特別会計や公営企業会計などの事業の

適正化に努めま す。  

➎ Ｂ Ｐ Ｒ 1に取り 組み、業務効率化や業務改善を図る こ と で、効率的な事務事業の

実施に努めま す。  

➏ ふる さ と 寄附金のほか、 町有財産の売却や賃貸など を促進し 、 自主財源の確保

に努めま す。  

 

 

 

 
1 ＢＰＲ：b us in e ss  p roce s s  re e n g in e e rin g  /ビジネス・プロセス・リ エンジニアリ ングの略語。ビジネス・プロセスを見

直し抜本的に設計しなおすこと。 
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➊ 研修制度や目標管理制度などの整備によ る 体系的な人材育成を 行う と と も に、

ま ちづく り に貢献する 職員と し て必要な能力の開発に努めま す。  

➋ 行政内でのＩ Ｃ Ｔ の導入や普及に向け、 Ｉ Ｃ Ｔ を活用でき る 人材の育成を実施

し ま す。  
 

➊ 福岡県や福岡都市圏、 近隣市町と 連携し 、 業務の高度化、 住民サービス の充実

に努めま す。  

➋ 住民に対する 適切な情報公開を実施し 、 住民から の深い理解や信頼を得ら れる

町政に努めま す。  

➌ 新宮町総合計画を はじ めと する 、 各種行政計画の適切な進捗管理と 行政評価に

努めま す。  

➍ 広報の多言語化や広報誌など へのユニバーサルデザイ ンフ ォ ン ト の導入を 行

い、 外国人や高齢者も 情報を得やすい広報に努めま す。  

➎ 情報発信にホーム ページやＳ Ｎ Ｓ を活用する こ と で、 多言語に対応し た効果的

な広報の実施や、 緊急時における 住民への迅速な情報提供に努めま す。  

 

 

 

町税の収納率 98. 7％ 99. 0％ 

経常収支比率1 90. 6％ 現状維持 

実質公債費比率2 8. 9％ 現状維持 

 
関連個別計画 

●新宮町公共施設等総合管理計画 ●福岡都市圏広域行政計画 

           
 

 

  

 
1 経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費のよう に毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源が、地方

税普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源、減収補填債特例分、猶予特例債及び臨時財政対策債

の合計額に占める割合をいいます。 
2  実質公債費率とは、借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを標準化し、資金繰り の程度を示すもので

す。 
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基本目標７ みんなの力でつくる持続可能なまち 

 

 

 

 

近年、 情報通信環境は飛躍的に向上し 、 住民生活においても 高速・ 大容量通信やス

マート フォ ンなどの情報機器の普及によ り 、ネッ ト ワ ーク に手軽につながる 環境が整

ってき ていま す。今やイ ンタ ーネッ ト 利用は生活になく てはなら ないも のと なってき

ており 、 新宮町においても 、 Ｉ Ｃ Ｔ を利活用し た、 効果的な情報発信や電子申請シス

テムによ る 行政情報サービス の提供など 、住民の利便性向上のための取り 組みが必要

と なっていま す。 ま た、 社会保障・ 税番号制度の利用拡充など も 踏ま えながら 、 個人

情報・ 行政情報の適正な管理や行政事務の効率化を図る と と も に、 各行政シス テムの

安定稼働と 情報セキュ リ ティ 対策、安全なイ ンタ ーネッ ト 環境構築の強化に取り 組ん

でいま す。  
 

 

今般、国においてガバメ ント ク ラ ウ ド が稼働さ れ、SaaS サービス の活用がト レ ンド

と なっていま す。 こ れを踏ま え、 行政サービ ス や庁内イ ンフ ラ などのク ラ ウ ド 化を推

進し ていき ま す。  

ま た、 情報通信技術を 活用し た住民生活の利便性の向上や行政の効率化に向けて、

行政手続き のオンラ イ ン化やマイ ナンバーカード の利用、Ａ Ｉ やデジタ ル技術等の積

極的活用を推進し ま す。  

ま た、 デジタ ル技術を正し く 活用する ため、 情報リ テラ シーの向上を促進し 、 誰一

人取り 残さ ないデジタ ル社会の実現に向けた取り 組みを実施し ていき ま す。  
 

 

➊ Ｉ Ｃ Ｔ の利活用を 推進する ため、 公共施設のＷｉ ‐ Ｆ ｉ 接続範囲の拡充など 、

イ ンタ ーネッ ト に接続し やすい環境整備を実施し ま す。  

➋ 住民がＩ Ｃ Ｔ の利便性を享受でき る よ う 、 企業や大学など と 連携し て、 学習機

会の創出や活動を支援し ま す。  

➌ Ａ Ｉ やＲ Ｐ Ａ など の先進技術を活用し 、 業務の効率化や住民サービス の向上に

努めま す。  

➍ データ に基づいた課題解決や事業の実施に向けて、 オープンデータ やビッ グデ

ータ の活用に努めま す。  

➎ 全庁的な情報セキュ リ ティ 対策の強化に努め、 個人情報をはじ めと し た、 機密

情報の適正な管理を実施し ま す。  

➏ マイ ナンバーカード の普及を推進する と と も に、 マイ ナンバーカード を 活用し

た行政手続き の簡素化や、 利便性の高い住民サービス の提供について検討し ま

す。  
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先進技術活用件数（ 未来技術活用事例件数）  6 件 15 件 

オープンデータ 公開数（ セッ ト 数）  5 件 10 件 

 
関連個別計画 
●新宮町人材育成基本方針 ●新宮町ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略 

●マイ ナンバーカード 交付円滑化計画 ●新宮町地域情報化計画  
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